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法務省⼤⾂官房参事官 
⼤⾕ 太

所有者不明の⼟地の解消に向けて、⼟地の相続に関するルールが⼤きく変わります。今回は、「どうなるの？ 
⼟地相続の新ルール」というテーマで深掘りしました。

新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス対
策

11⽉11⽇

実は、相続に関する⼟地のルールが、今後、順次変わることになっています。なぜ、新しいルールができる
のかと⾔うと、“所有者が分からない⼟地”を無くすためなんです。“不動産登記”という⾔葉を聞いたこと
はありますか。不動産登記とは、「この⼟地や建物は⾃分の物です」ということを、法務局に申請して、公
に⽰すものです。申請が認められると、不動産登記簿に、⼟地や建物の詳細や所有者の連絡先となる住
所などが記録されます。では、今、不動産登記簿を⾒ただけでは、所有者が分からない⼟地は、⽇本にど
れくらいあると思いますか。

ごく⼀部ですか。

実は、国内の⼟地のおよそ22パーセントと⾔われています。これは、九州本島の⾯積と同じくらいで、しか
も、年々増えていると⾔われています。 おすすめコンテンツ
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マイナンバー
マイナンバーカード

⾼等教育の修学⽀援新制
度
⾼等教育の修学⽀援
新制度

海外広報誌
Highlighting JAPAN
October 2021

ストーカー規制法の改正
ストーカーは犯罪で
す！ 被害を受けたら
すぐ警察に相談を

⼥性に対する暴⼒をなくす
運動
パートナーや恋⼈から
の暴⼒に悩んでいま
せんか。 ⼀⼈で悩ま
ずお近くの相談窓⼝
に相談を。

⼼のバリアフリー
知っていますか？街の
中のバリアフリーと
「⼼のバリアフリー」

国⽴劇場伝統芸能伝承者
養成事業
伝統芸能の未来を担
う〜国⽴劇場伝統芸

もっと⾒る

11⽉12⽇〜11⽉18⽇

もっと⾒る

11⽉12⽇〜11⽉18⽇

所有者が分からないままで、⼤丈夫なんですか？

所有者が分からない⼟地は、管理が⾏き届かず放置されることが多く、防犯や防災の観点からも、周辺の
地域に悪影響を与える可能性が⾼いんです。例えば、⼟砂崩れの対策⼯事が必要な場所に、所有者不明
の⼟地があると、⼯事が円滑に進まず、危険な状態のままになってしまいます。

もし、⼤きな災害が起こったら、周りの住⺠の命が危険ですね。

ほかにも、開発したい⼟地に所有者不明の⼟地があると、買取り交渉ができず、いつまでたっても開発が
進みません。⼟地の有効活⽤ができないのです。

そもそも、なぜ、所有者が分からない⼟地があるんですか。

そこがまず疑問ですよね。ここからは、スペシャリストにも加わっていただいて、深掘りしていきましょう。
法務省 ⼤⾂官房 参事官の⼤⾕ 太さんです。さっそく、「なぜ所有者不明の⼟地があるのか…」教えてい
ただけますでしょうか。

⼟地を相続した場合、これまで登記の申請は、義務ではありませんでした。そのため、申請しなくても不利
益を被ることが少ないこともあり、親が亡くなり⼟地を相続しても、登記の申請をしないケースが多くあり
ました。

そのため、登記簿上は親が所有者のままで、実際は、⼦供などが所有しているという事態が起こります。所
有者不明の⼟地のうち、およそ3分の2がこのようなケースです。

残りのケースは、どういったことですか。

アクセスランキング

動画ランキング
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能伝承者養成事業

不妊治療に悩む夫婦への
⽀援
不妊治療の現場から
〜不妊症は決して珍し
いことではありません

ストーカー規制法の改正
HELP！を⾔える勇気
を ストーカー規制法
改正

もっと⾒る

令和3年（2021年）11⽉16⽇

 @gov_onlineさんのツイ
ート

／
もしかして虐待︖
⼼配なときは「189」にお電
話を︕
＼

「189（いちはやく）」は児
童相談所虐待対応ダイヤル
です。虐待から⼦供を守る
には、周囲の⼈がいち早く
気づき相談所につなぐこと
が重要です。虐待されてい
る⼦供のサインに気づくポ
イントはこちら gov-

内閣府政府広報オ
@gov_online

所有者が引っ越しをして、住所が変わったにもかかわらず、住所変更の登記を申請せず、連絡が取れなく
なるケースです。

義務でないなら、引っ越しをするたびに変更するのは、⾯倒と思ってしまうんですかね。

また、近年は、⼈⼝が都市部に集中するとともに、⾼齢化が進み、地⽅の⼟地を中⼼に、所有したり、活⽤
したいというニーズが減っているため、積極的に登記の申請をしようという意欲が湧きにくくなっていま
す。

なるほど。でも、それでは困るので、新しいルールが設けられるんですね。

そうなんです。ちなみに、所有者が引っ越しをして住所が変わったにもかかわらず、住所変更の登記を申
請せず、連絡が取れなくなるケースですが、⼟地に税⾦が掛かりますよね。その税⾦は⽀払われているの
でしょうか。

多くの場合は、⽀払われていると⾔われています。登記には、所有者の情報が現在のものになっていない
としても、税⾦の⽅の帳簿は、現在の所有者になっている場合もあるようです。

税⾦⽀払いの通知は、亡くなった親宛てではなく、その⼦供宛てにしっかりと届いているということです
ね。

多くの場合、まず、⼟地の税⾦⽀払い通知を、親御さん宛てにお送りしますが、そのお⼦さんから、亡くなっ
ていると連絡を受けたら、名義をその⽅、つまり、⼦供宛てに切り替えます。その後は、その⼦供宛てに通
知が届くようになります。

政府広報SNS

更新情報

https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23449.html
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23448.html
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https://twitter.com/gov_online
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ラジオ番組
⽂字情報「締め切り迫る！ ⾷の安全
を守る営業届出制度」（⻘⽊源太・⾜
⽴梨花 Sunday Collection）を追
加しました。

ラジオ番組
⽂字情報「CM：『⼥性の⼈権ホットラ
イン』 強化週間」（⻘⽊源太・⾜⽴
梨花 Sunday Collection）を追加
しました。

令和3年（2021年）11⽉15⽇

テレビ番組
動画配信「みんなの医療を守るため
に ⾒直そう！ 医療のかかり⽅」（聞い
てナッ得！）を追加しました。

ラジオ番組
⾳声配信「締め切り迫る！ ⾷の安全
を守る営業届出制度」（⻘⽊源太・⾜
⽴梨花 Sunday Collection）を追
加しました。

ラジオ番組
⾳声配信「CM：『⼥性の⼈権ホットラ
イン』 強化週間」（⻘⽊源太・⾜⽴
梨花 Sunday Collection）を追加
しました。

新聞広告
突出し広告「「⼥性の⼈権ホットライ
ン」強化週間」を追加しました。

⾳声広報CD

⽀払い通知が、親から⼦へ切り替わっても、登記の申請、変更は義務ではなかったため、登記は、親の名
前のままになっていたのですね。さあ、ここからは、⼟地の相続に関する新しいルールについて、⼤⾕さ
ん、どういったものなのか、ご説明をお願いします。

まず、これまで義務ではなかった⼟地に関する相続や、⽒名・住所変更の登記が義務化されます。また、建
物についても、同様に所有者不明の問題がありますので、同じく登記が義務化されます。相続登記の新し
いルールは、2024年までに、⽒名・住所変更登記は2026年までに、施⾏される予定です。

これに伴い、私たちが親などから⼟地を相続したことを知ってから、3年以内に登記を申請しなければ、
⾏政上の罰として10万円以下の過料、つまり、過ち料が科されます。また、住所変更の登記については、
住所変更から2年以内に申請しないと5万円以下の過料になります。

とても⼤きなルール変更ですよね。

ただし、正当な理由があれば、過料は科されません。

例えば、関係者がとても多くて、登記に必要な書類を集めるのに時間が掛かる場合や、DVの被害を受け
ていて、登記をすると相⼿に住所を知られてしまって危険だという場合などが考えられます。

また、新しいルールが定着して登記がされるようにするため、簡単に義務を果たせる仕組みも設けられま
す。更に、登記の費⽤を軽減する仕組みも、今後検討される⾒込みです。

関係者が多くて、登記に必要な書類を集めるのに時間が掛かる場合とありますが、確かに、繁華街のビル
で、権利者が多くいるという場合もあります。中には、所在不明の⽅もいると思うのですが、こういうケース
はどうなるんですか？

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/radio/sc/text/20211114.html
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「明⽇への声」第82号（令和3年11⽉
発⾏）を追加しました。

点字・⼤活字広報誌
「ふれあいらしんばん」第82号（令和
3年11⽉発⾏）を追加しました。

令和3年（2021年）11⽉12⽇

ウィークエンド クリップ
「令和3年（2021年）11⽉8⽇〜11⽉
12⽇」を追加しました。

政府刊⾏物⽉報
「令和3年10⽉号」を追加しました。

令和3年（2021年）11⽉11⽇

暮らしに役⽴つ情報
「交通事故死の約2倍？！冬の⼊浴中
の事故に要注意！」を追加しました。

令和3年（2021年）11⽉10⽇

特集
「私たち、新型コロナワクチンの接種
について考えてみました」を追加しま
した。

⼀覧を⾒る

トピックス

（ ）

権利を売って欲しいけど、所在不明の⽅がいて、困ってしまうという場合もあると思います。その場合、今
回のルールの改正で、⽐較的簡単に管理⼈を選任し、その⽅から⼟地や建物を取得できることになりま
す。

そうなると、所在不明になっている権利者の意思は関係なく、⼿続きを進められるということなんですか。

勝⼿に権利を奪ってしまうことはいけませんので、裁判所に管理⼈を選任してもらいます。本当に所在不
明なのか、連絡が取れないのか、きちんと調べてもらい、管理⼈を付けてもらいます。管理⼈には、適切な
管理を⾏っていただき、場合によっては、裁判所の許可を得て売ることもできます。

少し、時間と⼿間は掛かるかもしれませんが、不動産開発に、⼀歩進むことができますよね。

そのとおりです。

ほかにも便利になることはありますか？

登記漏れを防ぐための新しい制度も設けられます。

例えば、親が所有している⼟地を全て把握することができずに、登記漏れが⽣じるということを防ぐため
に、親が名義⼈となっている不動産の⼀覧の証明書を発⾏してもらえる制度が設けられます。そして、⼟
地の相続に関する新しいルールは、ほかにもあります。

相続などにより、取得した⼟地を⼿放すためのルール「相続⼟地国庫帰属制度」が新しく創設され、
2023年までに施⾏される予定です。

各府省の新着情報

⼀覧を⾒る

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/cd/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/katsuji/index.html
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https://www.gov-online.go.jp/useful/index.html
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令和3年（2021年）11⽉18⽇

⽂化庁⽂化観光noteの開
設（⽂化庁）

イベント・募集

令和3年（2021年）11⽉17⽇

令和4年度消費者⽉間ポス
ターデザインコンテスト（消
費者庁）

令和3年（2021年）10⽉

⼀覧を⾒る

令和3年（2021年）11⽉

⼀覧を⾒る

その他の政府広報

スポットCM

海外広報誌「Highlighting JAPAN」

あなたの相談窓⼝ナビ

暮らしのQ＆A

ウィークエンド クリップ

近年、不動産は不動産でも、負債の負、つまり「負け」と書いて負動産という⾔葉が使われることがあるん
です。例えば、売却したくても引取り⼿がいない、処分に困る不動産のことです。こうした⾔葉が使われる
ぐらい、近年、相続をきっかけにして望まない⼟地を取得して困っている⽅が増えているようなんです。

駅から遠い不便な⼟地などは、引取り⼿を探すのが⼤変、管理するのも難しいという⽅もいそうですよ
ね。

持ち続けていると、固定資産税や管理費が掛かってしまい、マイナスの資産になってしまいます。そこで、
相続などによって取得した⼟地であれば、法務⼤⾂の承認を受けることで、国に引き取ってもらうことが
できるようになるんです。

ただし、国が引き取ることができるのは、管理や処分に費⽤や労⼒があまり掛からない⼟地です。

つまり、引取りには、⼀定の要件をクリアする必要があるわけです。例えば、敷地内に建物などが残ってい
たら、⾃分で解体しないといけませんし、⼟壌汚染がある⼟地や、敷地内に危険な崖がある⼟地などは、
対象外となります。

なぜ、そうした要件が設けられているんですか。

こういった要件がないと、最終的に国が引き取ってくれるからと、管理がおろそかになってしまう場合が考
えられます。また、引取り後、管理するのは国です。その管理費などは、税⾦で賄われます。そのため、安易
な引取りを避ける⽬的で、要件が設けられているんです。

また、⼟地を⼿放すには、10年分の管理費⽤に相当する負担⾦をお⽀払いいただく必要があります。

⼀覧を⾒る

政府刊⾏物⽉報

⽉間・週間

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93547101.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/026630/
https://www.gov-online.go.jp/data_room/publication/index.html
https://www.gov-online.go.jp/data_room/publication/index.html
https://www.gov-online.go.jp/data_room/calendar/index.html
https://www.gov-online.go.jp/data_room/calendar/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/cm/index.html
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
https://www.gov-online.go.jp/kurashinosodan/list/ct_kenko.html
https://www.gov-online.go.jp/kurashinoqa/list/ct_kenko.html
https://www.gov-online.go.jp/clip/index.html
https://www.gov-online.go.jp/info/event/index.html
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⾜⽴
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関連リンク

⾳声広報CD
⾳声でお届けする政府から
のお知らせです。

点字・⼤活字広報誌
⼤活字でお届けする政府か
らのお知らせです。

新聞広告
新聞各紙に掲載した政府広
報を紹介しています。

雑誌広告
週刊誌・⽉刊誌などに掲載
した政府広報を紹介してい
ます。

その具体的な⾦額などは、現在、国有地の管理に掛かっている費⽤なども参考に、今後検討されていくそ
うです。

ずっと所有していて、税⾦や管理費を払い続けるよりは、最初に費⽤が掛かることもありますが、引き取っ
てもらいたいと考える⼈も多いでしょうね。

今回の新しいルールが施⾏されるのは、少し先ですが、すでに⼟地の所有者から、「⼦供やご近所に迷惑
を掛けたくないから」と、様々な問合わせが⼊っているそうです。

相続は、簡単には決められない⼤切なことですから、早めに話し合っておくことは⼤事ですよね。

⼟地を相続した場合の登記が、義務化されるなど、⼟地の相続に関するルールが⼤きく変わります。また、
所有者不明の⼟地の解消に向けて、ほかにも様々なルールが設けられます。法務省ホームページでは、
今回の法改正の内容や、相続登記の促進に関する様々な取組を紹介しておりますので、詳しくは、「未来
につなぐ相続登記」で検索し、法務省ホームページをご覧ください。

今⽇の話を聞いて、意外と“所有者が分からない⼟地”がたくさんあることを初めて知りました。また、⼟地
や建物を管理するのも、意外と⼤変なんだなと分かったので、⼟地相続は、早めに話し合って欲しいと思
いました。何からすれば良いのか、どうしたら良いのか分からなくなったら、是⾮「未来につなぐ相続登
記」で検索して欲しいです。

私が印象に残ったのは、新しいルールの「⼟地、建物の登記が義務化されること」です。これは⼤きな変化
ですね。

https://www.gov-online.go.jp/pr/media/cd/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/katsuji/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/paper/index.html
https://www.gov-online.go.jp/pr/media/magazine/index.html
https://www.gov-online.go.jp/topics/hp/index.html
https://www.gov-online.go.jp/topics/furusato/index.html
https://www.gov-online.go.jp/kids/index.html
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